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倫 理 綱 領 
 

 我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自

覚し、ここに倫理綱領を制定し、その実践を通して、国民の信託にこ

たえることを誓うものである。 

 

 

１．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任

をもって社会に貢献する。 

 

 

１．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるように常に人格

と専門的知識の向上に努める。 

 

 

１．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。 

 

 

１．我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努め

る。 

 

 

１．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な

協力によって業界秩序の確立と組織の団結に努める。 

 

 

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会 
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倫  理  規  程 

 

前   文 

 

 公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会（以下「本会」という。）に所属する宅地建物取引業者（以下

「会員」という。）は、その取引を通して、国民の基本的財産である宅地建物の円滑な流通に寄与、貢献

するという極めて重要な社会的使命と責務を負っている。 

 我々会員は、この重大な使命を自覚し、業務を遂行するに当たっては、宅地建物取引業法を遵守し、

信義を重んじ誠実に取引を行い、もって国民が安心して依頼できる業者としての高度な取引倫理を確立

しなければならない。 

また、本会会員に従事する宅地建物取引士（以下、「宅地建物取引士という」）は、国民の住生活の向

上に寄与するという高い公共性と信頼性が要請される宅地建物取引業において業務の中核的な役割を担

っている。この社会的使命と責任を理解し、宅地又は建物の取引の専門家として安心安全な取引を確保

するとともに、国民の信頼に応える高度な業務倫理を確立しなければならない。 

本会は、このような国民の要求と期待にこたえるためここに倫理規程を制定し、業界全体の社会的地

位の向上と社会的信頼の確保並びに会員及び宅地建物取引士の品位の保持と資質の向上を図ろうとする

ものである。 

 

第 一 章          国 民 と の 関 係 

 

（目 的） 

第１条 会員は、本会倫理綱領の精神に基づき、信義を旨としてこの倫理規程を遵守し、宅地建物取引

業務における倫理の高揚に努め、公正な取引を通して、公共の福祉に貢献することを目的とする。 

（専門的サービスの提供） 

第２条 会員は、本会及び全宅連等が主催する研修会に積極的に参加するとともに、全宅連不動産キャ

リアサポート研修制度を受講する等、あらゆる機会を活用して、不動産に影響を及ぼす法律・経

済・技術など幅広い知識を習得し、依頼者に専門家としてのサービスと適切な助言を与えるよう

に努めなければならない。 

（法律等の遵守）  

第３条 会員は、基本的人権の尊重並びに個人情報保護、反社会的勢力排除、マネー・ロンダリング対

策等、関係諸法規を遵守しなければならない。 

２ 会員は、本会の定款・規則・規程及び議決事項を遵守しなければならない。 

（従業員への教育義務）－法 31条の 2－ 

第４条 会員は、その従業員に対し、その業務を適正に実施させるため、本会及び全宅連等が主催する

研修会に参加させるとともに、全宅連不動産キャリアサポート研修制度を受講させる等、必要な

教育を行うよう努めなければならない。 
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（秘密を守る義務） 

第５条 会員及び従業員は、業務上取扱ったことについて、知り得た秘密を正当な理由なくして他に漏

らしてはならない。 

    その業を営まなくなった後も同様とする。 

（倫理規程違反行為の排除） 

第６条 会員は、宅地建物取引業務において、詐欺、横領、不当表示、誇大広告、錯誤脱漏、事実の隠

蔽その他の倫理規程違反行為を排除し、取引当事者を守るために、最善の努力を払わなければな

らない。 

（他業者等の名義による広告の禁止） 

第７条 会員は、他の業者等の名義をもって広告し、または広告させてはならない。 

（宅地建物取引士名義借用等の禁止） 

第８条 会員は、宅地建物取引士の名義を借用したり、宅地建物取引士を常勤させず業務を行っている

業者と取引をしたりすることを禁止し、これらを発見したときは本会へ報告しなければならない。 

（不正取引への関与の禁止） 

第９条 会員は、無免許業者並びに不正業者等との取引に関与してはならない。 

（無免許業者の報告義務） 

第 10条 会員は、無免許業者を発見したときは、本会に報告しなければならない。 

 

第 二 章          依 頼 者 と の 関 係 

 

（依頼者との紛争の防止） 

第 11条 会員は、取引の依頼を受け、これを受託するときは宅地建物取引業法第 34条の２に基づき媒

介契約（売買、又は交換）等を締結し、後日、紛争が起こらないように努めなければならない。 

（会員の告知義務） 

第 12条 会員は、依頼を受けたすべての宅地建物取引に関し、一切の関連する事実を調査確認し、そ

の瑕疵を発見したときは、これを依頼者に告知して問題解決に協力しなければならない。 

（無責任な引き受けの禁止） 

第 13条 会員は、依頼者の期待するような条件での取引が成立する見込みがないのに、あたかもある

かのような引き受け方をしてはならない。また、取引の途中において依頼者の期待に沿わないこ

とを発見し、又は将来その恐れがあると認めたときは、速やかにその旨を連絡し、後日、紛争が

起こらないように努めなければならない。 

（預り金の取り扱い） 

第 14条 会員は、依頼者その他、取引関係者からの預り金は、これを厳正に取り扱うものとする。                        

（協会の助言と指導） 

第 15条 会員は、依頼者との間で万一紛争が生じた場合は、本会の助言と指導のもとに誠意をもって、

その円満解決に努力しなければならない。 
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第 三 章          業 者 間 の 関 係 

 

（本会発展への努力） 

第 16条 会員は、信義を重んじ、自己の経験と研究の成果を他の会員と分かち合い、ともに協会の発

展に努力しなければならない。 

（公正な取引） 

第 17条 会員は、みだりに他の会員を非難し、また他の会員の取引を阻害してはならない。 

（抜き行為・物件の紹介拒否の禁止） 

第 18条 会員は、他の会員から物件情報を受けた場合は、その会員の了解なしに直接相手本人と交渉

又は取引をしたり、みだりに他の業者にその情報を提供したりしてはならない。 

２ 元付会員は、客付会員から物件詳細の照会、現地案内の申込みの連絡を受けた場合、下記正当

事由が存する場合を除き、当該物件に関する情報提供を拒む行為をしてはならい。 

（正当事由） 

（１）既に他者より元付会員が書面等でもって購入の申込を受けている  

（２）依頼者の意思 

（報酬分配の事前取り決め） 

第 19条 会員は、同一不動産につき、他の業者と協力して取引するときは、あらかじめ報酬額の配分

を取り決めておかなければならない。 

（従業員監督の責任） 

第 20条 会員は、その従業員の指導監督に心掛け、依頼者その他、取引関係者に損害を与えるような

行為の発生を未然に防ぐとともに、従業員が起こした業務上の事故に対しては、責任をもって速

やかに解決しなければならない。 

（解雇従業員報告の義務） 

第 21条 会員は、従業員を業務上の不正行為等により解雇したときは本会へ報告するものとする。 

（会員間の紛争調停） 

第 22条 会員は、その業務遂行上、他の会員との紛争を避け、万一紛争が生じたときは本会に調停を

申し立て、円満解決に努力しなければならない。 

 （損害の補償） 

第 23条 会員は、倫理規程違反行為によって、他の会員又は取引関係者に損害を与えたときは、速や

かにその損害の補塡に努めなければならない。 

 

 第 四 章  宅地建物取引士における規律 

 

（規程の遵守） 

第 24条 宅地建物取引士は、本規程の趣旨に鑑み、関係諸法規及び本規程を遵守しなければならない。 
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（業務処理の原則）－法 15条－ 

第 25条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家

として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法

律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めな

ければならない。 

（信用失墜行為の禁止） －法 15条の 2－ 

第 26条 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 

（知識及び能力の維持向上） －法 15条の 3－ 

第 27条 宅地建物取引士は宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めな

ければならない。 

（規程遵守のための措置） 

第 28条 会員は、宅地建物取引士が本規程を遵守するために必要な措置をとらなければならない 

 

第五章 違反があった場合の措置 

 

（担当委員会の設置） 

第 29条 本会は、宅地建物取引業法並びに本規程の遵守を図るため、綱紀・公取指導委員会において

適切な対応を図るものとする。 

（違反会員への懲罰請求） 

第 30条 本会会長は、本規程に違反した会員について本会諸規程に基づき、懲罰請求しなければなら

ない。 

（会員の処分） 

第 31条 本会は、当該会員の本規程違反の内容に応じて、特別研修、警告、戒告、退会勧告その他本

会諸規程に基づく処分を行うものとする。 

（規程の改廃） 

第 32条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 

 

附 則 

１ この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第１項に定める公益法人の設

立の登記の日から施行する。 

２ この規程は、宅地建物取引業法改正施行の日（平成 27年 4月 1日）から施行する。 

３ 平成３０年２月５日一部改正 同日施行 

４ 令和３年２月１０日一部改正 同日施行 
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取引規約並びに報酬配分基本要綱 

 

主  旨 

 

 不動産の取引は複雑多岐に亘る極めて微妙な仕事であり、お互いに不信の感情を交えては絶対に取引

が円満にいかないものである。 

 不動産の取引といえども、一般商行為同様薄利多売主義を貫き、自己物件のみを無理に押しつけるこ

となく、広く業者間に連絡し合って消費者の好みに応じた物件を迅速に提供世話するのが我々業者の任

務であり、それが結局は業者自らの発展につながるものと確信するものである。 

 然るに業界の取引の現状を眺めるに、残念乍ら一部ではあるが、他の業者から教えて貰った物件を平

気で抜いたり、又、紹介して頂いたお客に対しその業者に承諾なく直接交渉する人がある。このような

事はお互いに気まずくなり、不信感の積重ねと対立抗争を招く結果となり、引いては各自の商売を小さ

くし自滅への道を進むこと必至である。この打開のためには旧会員は新会員を指導し新会員は取引のルー

ル等よく尋ねお互いに信義を守り円滑な取引ができるよう努力するべきである。 

 よって本会に、取引実務規約並びに報酬配分基本要綱を作成、明るく正しい取引きにより会員相互の

親睦発展の糧とするものである。 

 

取引実務規約 

 

１ 物件依頼者（顧客）より依頼を受けた場合、少なくとも依頼者の住所、氏名、年齢、連絡の場所、

方法、物件の所在地、表示、大きさ、所有者の住所、氏名、現場見取図、希望価格、申込日時を出来

得る限り依頼者に自書捺印した書類を留めること。 

  又、求める依頼者の場合、依頼者の住所、氏名、年齢、連絡の方法及び場所、希望する物件の価格、

場所、規模等自書以下前項に同じ。 

２ 業者間の連絡（中間業者）をする場合、明確でない物件は決して云わないこと、必らず明細を説明

すること。その説明の出来ないものは、教えた物件とは云い難く、又仲介に入ることは出来ない。 

３ 不明確な物件の持歩きは禁止する。 

  但し、相手業者より尋ねられた場合にはこの限りにあらず。なお、自分より先に何人の業者がある

か明示すること。 

４ 依頼者が一定の業者に頼まず数軒の業者に頼む場合がある故、以前にある業者から教えられていて

も、後日直接依頼に来た場合は、その承諾を得て以前のことは解消し、その業者の直接物件となる。 

（この場合、教示業者にその旨連絡を必要とする。） 

５ 依頼を受けた物件については出来る限り依頼者に対し中間報告をすること。 
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報酬額基本配分の率 

 

 報酬額は全部を合算して必要経費を差引いた後、配分することを原則とする。 

１ 売買を斡旋した場合 

（イ） 売手、買手持の各業者のみの場合は原則により  するか、双方協議の上各依頼者より各自受 

取るかの何れかとする。 

（ロ） 売手、買手持業者の別に中間業者が一人加わって取引が成立した場合は一応  してその中     

から２分宛（計４分）を中間業者に配分するものとする。 

即ち、売手持業者Ⓐ 買手持業者Ⓑ 中間業者Ⓒ 

 

 

（ハ） 中間業者２人以上に及ぶときは  したものから各お客持業者は３分を中間業者に支払い、中間

業者は何人いてもその合計６分を平等に配分する。 

即ち、 

 

（ニ） 客持業者であっても実際の交渉に当って、中間業者の１人が特に客持業者を代理して活躍し成

立した場合、その代理させた業者より前記配分率に、その程度に応じて＋アルファーを附するも

のとし、他の関係業者は立会して、その適正な決定に助力するものとする。 

即ち、 

 

２ 賃貸借斡旋の場合 

原則に従って総額から売買同様の配分率まで配分する。 

３ 従業員が取引に従事した場合 

従業員はあくまでも業主に従属するものであり、本規約は業者を対象とし、従業員には及ばない。 

（従業員は業主より給料、その他応分の給付を受けている） 

（注）これはあくまで基本であり、関係業者合議の上、円満な按分を図ること。 
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